
目

次

規

則

○
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
一

○
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

訓

令

○
職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
人

事

課
）
…
一

告

示

○
青
森
県
報
の
販
売
人
の
指
定
、
販
売
価
格
等
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
四

○
青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
四

規

則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第34号令和２年３月30日 月曜日

号
外
第
三
十
四
号

令
和
二
年三

月
三
十
日

（
月
曜
日
）



職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
１
の
項
の
備
考
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
任
期
を
定
め
て
採
用
す

る
場
合
は
、
「
任
期
は

年
月

日
ま
で
と
す

る
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

２
短
時
間
勤
務
の
職
の
場

合
は
、
１
週
間
当
た
り
の

勤
務
時
間
も
発
令
す
る
。

３
公
益
的
法
人
等
派
遣
法

第
10条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
す
る
場
合
は
、

「
（
公
益
的
法
人
等
へ
の

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の

派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第

10条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
採
用
）
」
と
記
載
す
る

こ
と
。

４
役
付
職
員
以
外
の
職
員

に
採
用
す
る
場
合
に
お
い

て
、
地
方
自
治
法
施
行
規

程
（
昭
和
22年
政
令
第
19

号
）
第
４
条
に
規
定
す
る

小
作
主
事
を
本
務
と
し
て

発
令
す
る
と
き
は
、
主
事

又
は
技
師
の
発
令
は
し
な

い
も
の
と
す
る
。

５
技
能
労
務
職
員
に
採
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
技

能
技
師
の
発
令
を
す
る
と

き
は
、
○
○
業
務
の
区
分

は
、
こ
の
表
の
付
表
の
業

務
区
分
に
よ
る
も
の
と

し
、
各
業
務
の
職
務
の
内

容
は
、
当
該
付
表
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
（
青
森
県
報
の
販
売
人
の
指
定
、
販
売

価
格
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
中
「
十
五
円
七
十
三
銭
」
を
「
十
五
円
」
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
農
地
等
災
害
復
旧
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
災
害
発
生
後
三
十
日
以
内
に
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


